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２ 共創・MaaS実証プロジェクト【国土交通省】 

２.１ 概要 

○ 「デジタル田園都市国家構想」などを受け、地域の関係者の連携・協働（共創）を通じ、利便性・生

産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイン」（再構築）を進めるため、「地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、地域交通法）」が改正された（令和５年４月公

布）。 

○ これにより、「１．地域の関係者の連携と協働の促進」、「２．「エリア一括協定運行事業」の創設」、「３．

ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充」、「４．「道路運送高度化事業」の拡充」、「５．

鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設」、「６．社会資本整備総合交付金の拡充、新たな基幹

事業の追加」などが行われた。 

○ 改正地域交通法では、目的規定に自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係

者」の「連携と協働」と、国の努力義務として「関係者相互間の連携と協働の促進」が追加されたこ

とを受け、「１．地域の関係者の連携と協働の促進」では、地域公共交通確保維持改善事業の１つと

して「地域交通共創モデル実証プロジェクト」が創設された。令和６年度に「共創・MaaS 実証プロ

ジェクト」と名称を変更し、現在に至る。 

 
図表 3-12 地域公共交通リ・デザイン関係予算一覧 

 
（出典）国土交通省資料  

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001620699.pdf


59 

２.２ 共創・MaaS実証プロジェクト（地域交通法・道路運送法等） 

○ 共創・MaaS 実証プロジェクトは、「（１）共創モデル実証運行事業」と「（２）モビリティ人材育成事

業」、および「（３）日本版 MaaS 推進・支援事業」の３事業で構成されている。 

(1) 共創モデル実証運行事業 

 地域交通を地域のくらしと一体として捉え、その維持・活性化に向け、地域における複数の関

係者の共創（連携・協働）による実証運行やそれを支える仕組みを構築する事業を対象とする。 

 交通事業者等を含む複数の共創主体で構成される協議会や連携スキーム等（「共創プラット

フォーム」）が、補助対象事業者となる。 

 

(2) モビリティ人材育成事業 

 交通に関する知見、交通に関するデータ活用のノウハウ、多様な関係者とのコーディネートを

推進するスキル等を活用しながら、地域の交通が目指すべき姿の実現に向けて、主体的かつ

継続的に取り組む人材を育成する事業を対象とする。 

 
図表 3-13 共創・MaaS 実証プロジェクトについて 

 
（出典）国土交通省資料 

 
  

https://pacific-hojo.com/application/kyousou/
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(3) 日本版 MaaS 推進・支援事業 

 公共交通とそれ以外の多様なサービスを１つのサービスとして、デジタルを活用して提供した

うえで、データの連携・利活用等により地域が抱える様々な課題の解決に向けた取組みを支

援する事業を対象とする（事業自体は令和元年度から実施、令和６年度に「共創・MaaS 実証

プロジェクト」の事業となる）。 

 
図表 3-14 日本版 MaaS 推進・支援事業 

 
（出典）国土交通省資料 
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